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第 40 回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議録（令和３年８月９日 16時 00 分） 

 

西庁舎６階 災害対策本部室 

〇（副本部長（くらし安全防災局長）） 

それではただいまから第 40 回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議を開催いた

します。まず初めに、本部長であります黒岩知事からご挨拶をお願いいたします。 

 

〇（本部長（知事）） 

本県に緊急事態宣言が適用されて１週間が経過しましたが、新規感染者数は８月６日に

2,082 人となるなど、感染の激増に歯止めがかからない状況となっております。療養者や入院

患者が増加し、搬送調整が極めて厳しくなっています。医療崩壊が始まりつつあるこの現状

に、強い危機感を持って対応していく必要があります。この感染激増は、人流の増加にデル

タ株が拍車をかけていることが原因と言われております。感染力が極めて高いデルタ株への

警戒を強めて、人流の抑制を図ることが大きな課題であります。本日は、市町村長の皆さん

にも、この会議をご視聴いただいております。現在の厳しい状況を県、市町村でしっかりと

共有したいと考えております。市町村長の皆さんには、あらかじめお知らせしている番号に

電話していただければ、会議途中にご意見をいただけるようにしていますので、ぜひ、積極

的なご意見をお願いしたいと思います。 

 

〇（副本部長（くらし安全防災局長）） 

ありがとうございました。ただいま本部長からご発言がありましたとおり、この本部会議

が今日で40回目となりますが、第19回の本部会議から、リアルタイムで動画配信をしており

ます。また会議終了後もホームページで、19 回以降の会議については、今も動画で見られる

ような形にしております。今日はこれらの機能を活用いたしまして、市町村長の皆様にあら

かじめ動画のアドレスをお送りし、現在、この動画を視聴いただいております。事前に事務

局の方で確認をいたしましたところ、リアルタイムと大体 30 秒から 1 分ぐらい、市町村長さ

んが見る映像とタイムラグがございますので、今日の市町村長からのご意見につきましては、

途中でお電話をいただいて、そのお電話を通じて、ご意見をいただく。また、一分程度のず

れがあるということを考慮して、時間配分、調整時間をしっかりと取っていきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いします。 

今日の進め方でございますけれども、資料配信動画の横に会議資料がぶら下がっておりま

す。その会議資料を縦にずっと説明していく形になりますので、市町村長の皆様におかれま

しては、会議資料の方をクリックいただいて、その資料をご覧いただきながら、私が今から

ご意見いただきたいという合図を送りますので、その段階からお電話をいただければと思い

ます。 

それでは早速議事に入りたいと存じます。本日の議事は、感染急拡大に伴う対応について

ということで、最初の資料「去年とは全く違うウイルスとの戦い」について、本県の阿南統

括官の方から、本県の厳しい現状について、改めて市町村長の皆様と、危機感を共有したい

ということで資料をまとめていただいておりますので、ご説明をよろしくお願いいたします。 

 

〇（阿南医療危機対策統括官） 

画面またはお手元の資料をご覧ください。題名に書いてあるように、ウイルスの特性が大

きく変わっています。私たちは、昨年までの経験を踏まえて一定程度、それを活かすという

ことも大切ですが、それにだけ依存していると、大きな過ちを犯すであろうというふうに考
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えていますので、そういった視点で、今後をどういうふうに迎えていくのか、我々の考え方

を共有していきたいというふうに思います。 

２ページ目、左側、よく見る棒グラフでありまして、真ん中にある山が第３波で、非常に

きつかった山がございますが、そのあと小さな山が来て第４波、現在は第５波ということで

比較しますと、第３波が非常に苦しかった神奈川県としては、非常に大変だったわけであり

ますが、それを遥かに凌駕する患者が発生しているところであります。 

右側のカレンダーを見ていただきますと、赤色の色がついています。この赤色というの

は、同じ曜日で前の週よりも大きな数字になった場合に色が赤色になりますが、見ていただ

きますと、この１ヶ月間ずっと真っ赤な状態が続いているということであります。 

ステージ指標の一つになっています、新規患者の発生状態。これを他県と比較できるよう

に、人口 10 万人当たりで示すということになっていますが、左側の折れ線グラフを見ていた

だきますと、赤い線を遥かに上回る、縦にほとんどまっすぐ縦に伸びるような線の入り方を

しています。これは第５波の患者発生状況でありまして、黄色い線のステージⅢ、赤い線の

ステージⅣ、これを遥かにしのぐ上がり方。しかもそれが止まる勢いがないということで、

上がっているのがお分かりいただけるだろうと思います。棒グラフの形で、合計を示したも

のが右側の棒グラフです。これは神奈川県全体としての積み上げでありますが、非常に大き

な山になっています。これを人口の多い政令市で見ていただきますと、このようになってい

まして、横浜市、川崎、相模原市、これはもう他のエリアも同じであります。いずれのとこ

ろも、第５波は例外なく波が来ていまして、しかもその立ち上がりが非常に激しい、こうい

った状況が続いています。 

こういった患者の増え方を見る指標というのは、いくつかの記述がある。昨今よく使われ

ますのは、直近一週間とその前の一週間を比べて分数で比にする。比にした場合に１を超え

てくるというのは、分子に直近の一週間を置いた場合に、患者発生数を割り算すれば、１を

超えてきた場合には、当然、増加傾向ということになりますし、さらにその１を超えている

数字が高ければ高いほど、その増え方が激しいという読み方ができますので、そういった分

数で割り算をして見ていった場合に、一番直近では 1.5 倍ぐらいの増え方だ。それからちょ

っと前見ていただきますと、２とか 2.5 という激しい増え方をしている。これは本県の状態

であります。これは１都３県で比べて最も激しいです。神奈川県の増え方というのは、実は

もっとも激しい増え方をしてございまして、大変な上昇率ということで、検査数と同時に、

その検査をした方々がどれぐらい陽性なのかという陽性率がございますが、これはうなぎの

ぼりでありまして、直近で 28％という値になっています。 

ではこの新規の患者発生はどういった方が多いのか、年代別で見るというのが一つの傾向

としてあります。ます７ページの右側の折れ線グラフを見ていただきますと、赤い線が 20代

から 30 代ということで、非常に比率が高い。次が 40 代から 50代。こういう順番で比率にな

っております。昨今若い人たちが多くて、年齢が高い方が少ないとよく言われますが、実

際、緑色の一番下の線が 80 代、その上に 60代 70 代というような青い線というのが見て取れ

ます。緑の線、或いは青い線は、一番左側の３月に比べると、右肩下がりで減ってきてい

る。確かに減ってきているなということがございますが、それに対して、黄色と赤の線、こ

の 20 代 30 代はあるいは 40 代 50 代という、就労世代が非常に比率として高いということが

分かります。左側のこの折れ線グラフで見ていただきますと、実数に直したものです。この

比率は若い方が多い。これはもうほぼ間違いないことでありますが、その実数としての増え

方が非常に激しくて、縦に上がっているということはお分かりいただけるかと思います。こ

れを比率で先ほど見た場合には、高齢の方はどんどん減っているということがございます

が、注意する必要があるのは、実数で見た場合には、まだまだ、例えば 60 代 70 代の方は今

増加傾向にあります。実数としては患者さんになっている方でまだ増えています。それから
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80 代の方は決して０になっているわけじゃなくて横ばい状態で、実数でいくとまだまだ、維

持した形で患者さんが発生しています。こういったことを踏まえて、若い方に移行している

のは事実でありますが、これは決して、年齢が高い方は問題がなくなったわけではない。決

してここは油断してはいけないというところになります。 

８ページになりますが、総じて全体のステージ指標を見ますと、６項目のうち、全部すべ

てがステージⅣになっているということで、ステージⅣ以上の警戒度が無いので、先ほどみ

ていただいているように非常に大きな立ち上がりをしていることからすると、仮に５とか６

とかいう分別があるのであれば、当然の５とか６、そういうところに行ってしまうぐらい

の、非常に大きな波になっている。 

９ページでありますが、ウイルスが変異しているということがαアルファ変異から非常に

大きな課題になっているわけですけども、現在我々が戦っている相手はデルタ変異でありま

す。このデルタの変異の率ということは急速に進みまして、本県では最終のデータで、ほぼ

80％がデルタ株に置き換わっております。つまり、神奈川県内で感染した場合、現在、デル

タ株の感染というのが普通である。普通はデルタで、デルタでない２割の方は、稀にアルフ

ァ株である。もう少し踏み込んで、去年あったような在来株、あれを野生株という言い方を

したりもしますが、この在来株の人はほとんどいません。これも一つ言葉として、表現させ

ていただきますと、昨年まで戦ってきたウイルスとは違う変異ウイルス、アルファ又はデル

タ、こういったウイルスと今年は戦っているわけであります。さらに、現在はデルタ株が

我々のコロナウイルスの対象であるというふうに申し上げておきたいと思います。こういっ

た中で非常に大変な戦いをしています。我々特にこの第３波、非常に苦しかったです。それ

以降、さらに体制を強化して、病床の方あるいはその周辺対応しても様々な施策を詰めてき

た。そういう中で、第３波の倍くらいの患者さんが発生しても耐えうるような体制、受け皿

ということは準備してきたわけであります。その準備というのはどういう形でできているか

というと、神奈川モデルの全体像というふうに、10 ページに全体像を示させていただいてご

ざいます。左から右へ流れていきますが患者さんが発生しますと、スコアで判定します。こ

れは全国で様々な県で今、神奈川県で使っているスコアということを参考として提供させて

いただいてございますが、スコアによって５点以上と４点以下というふうに分けます。５点

以上であれば入院になっていくわけですが、４点より下の場合に、自宅療養を中心として一

部宿泊療養に入っていただくということになっていますが、下のところを見ていただきます

と、自宅宿泊療養全体としては、我々神奈川県の方で一括情報管理をする。さらに療養相談

に乗るということで運営していきましたし、様々な LINE あるいは AI コールというようなこ

とで、患者さんの健康観察をデータとしてずっと管理をするという体制がございます。さら

にパルスオキシメーターですが、現在、すべての患者さんに関しまして、基本、翌日までに

配送するという体制で、管理ができているということになっています。ただ、県の行政とい

う視点だけで見ていくというふうには、なかなか難しい部分もございますので、それをもち

ろん、右下の方に行きますと、地域療養神奈川モデルというふうに示してございますが、現

在、多くの市に実施していただいていますが、訪問看護ステーション及び地域の医師会の先

生方にご協力賜りまして、入院するほどではないけど、ハイリスクの方あるいは、パルスオ

キシメーターで測る酸素飽和度が少し低めになってきた。こういった方々に関しては、今後

が心配だということで、看護師あるいは医師の管理下で健康観察をし、必要であれば、上に

ある入院の方に移動させていく。こういったスキームになってございます。この地域療養モ

デルが全県すべてでできているわけではないので、その他のエリアあるいは従前からやって

いるがハイリスクでないか、こういった方々の方に関しましては県で管理し、必要に応じて

入院した方がいいという場合は入院につなげる。こういった運用は、現在も行っておりま

す。この地域モデルというのは、今８つの地域で運営していますが、今月中にさらに、２つ
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３つのエリアが加わります。 

それから他にも、実施がまだ未確定ではありますが、検討に入っていただいて、確実に速

やかにこれを実施するように進めていただいている地域委員も複数ございます。それから先

日、７日に緊急酸素投与センターをスタートいたしました。これは自宅宿泊療養或いは地域

療養モデルで見ていただいている中で、入院病床がかなり逼迫してきています。特に夜間休

日は、入院調整っていうのは困難になりますので、それをワンクッションですね、この酸素

センターで時間をかけず、酸素さえ吸っていれば肺炎で低酸素であっても対応ができるとい

うことで、この酸素センターで酸素を吸っていただいて、翌日以降、昼間の間に極力入院の

方に移していく、このような運用がスタートしてございます。 

次のページ、折れ線グラフで示しています。現在の患者の発生、さらにこれから先のシミ

ュレーション予想ということで示してございますが、青い実線で示してあるのは、これが実

際に患者さんの動きでありまして、日に日に、先ほどお示したように患者さんの数が増えて

います。この後どういうふうになっていくのか、予測はなかなか難しいですが、基本的に

は、過去の伸びから延長する形で予測を立てるということで、この点を３本作ってみまし

た。これは期間をどういうふうに取るかによりまして、最新のデータが８月８日です。８月

８日から、５日間遡る、７七日間遡る、10 日間遡るということで平均を示しまして、その伸

び具合で延長させた場合、どのような数字になるのか。２週間後どれくらいまで患者さんが

増えるのかということを示してございます。直近はですね、少し伸びが鈍化しました。これ

は決して、このまま鈍化した形になるかどうか分かりません。ただ直近の少し鈍化した伸

び、これでも前の週に比べて 40％増しの伸びであります。決して楽観的に見られる数字はな

いんですけども、これで言いますと週平均で２週間後には、3,400 人という数字が出てくるん

じゃないか。つまり、これ平均ですので、平均が 3,400 になるという場合にはこれ、第３波

並みに位置付けていきますと 4,000 人ぐらいの患者数が多分打ち出されるぐらいのところだ

と思います。もっとシビアな予想を立てた場合には、例えば、８月８日から 10 日間の平均で

いきますと 1.9 倍、倍近い伸びをしているわけですけども、その線で伸ばした場合にはなん

と、２週間後には平均で 6,200 人に達する。非常に厳しいです。6,200 人ということになる

と、これは 1 日 7,000 人、8,000 人という数字になりますので、そういった数値まで、患者の

感染が拡大するということになります。これを入院に直した場合はどうなるのか。 

現在入院の病床に関しましては、フェーズという言い方をさせていただきまして、０から

４、神奈川県内の医療機関を５段階のフェーズで、すべて病院ごとに病床確保の計画を立て

ていただいています。その中で７月 28 日に発令させていただきましたが、最終確保のフェー

ズⅣ。フェーズⅣの病床確保まで拡大していただきました。実際にどんどん病床を拡大して

いただいています。そういう中で、12 ページの左側、赤い実線でずっと伸びてきております

が、こっから先同じペースで伸びていきますと赤い点線で伸びていきます。我々が確保して

ある病床の、実際にはこれは病院の特性でありまして、病院の入退院の調整ということは、

85％ぐらいの病床まで使うと、入退院の調整が非常に困難になります。ですので、従前から

最低確保 1,790 という数字があります。それの 85％ラインでものを考えないといけません。

85％ラインのところまでくると、こっから先の入院調整は至難を極めます。ですので実際に

は 85％だと 1,520 人。ここが実際の患者さんの入院キャパシティとしての最大に近いと考え

ていただいてよろしいです。そこに到達してしまうのは８月 15 日ということが、現在のペー

スであると見えてくるということになります。 

右側のグラフというのは、先ほど示したように、左側は現在の入院患者の増加、１日あた

り５％ずつだいたい伸びているんですけども、その５％で伸ばした線です。一方右側のグラ

フはですね、新規の患者発生があって、この予測に基づきまして、予測を三本の線で示しま

した。この三本の線に合わせて、新規の患者発生を想定して、そこから各年代の入院率を掛
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け合わせたものを立ち上げた数字です。そういったことで予測をした場合にはどうなのかと

いうことであり、３通りを示してみました。この中で、一番厳しい立ち上がりでいくと、８

月 12 日には、5,522 のところに到達してしまって、調整が困難になる。いずれにしても、も

っとも緩やかな伸びだったとしても数日後ろにさがるだけで、概ね、先ほどの線の伸ばし方

とそんなに変わることなく、今週中には病床がかなり逼迫してくる可能性がある。そういっ

た中で、我々病床の確保をしているということでご理解いただければと思います。 

13 ページになりますが、これは先ほど示したように神奈川県で今まで作ってきた、病院と

の間で協定を結んでやる、フェーズⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳと並べてございます。その最大は 1,790

ということでやって参りましたが、近々その 1,790 のところを超えてしまうということが予

想されています。つまりこれから先、フェーズⅣをさらに超えて、どのような医療体制を構

築していくのかということを皆でイメージをし、対応策ということを協議しておく必要があ

る。こういったことになった。 

現在のこの病院の苦しさ、ここのところを皆さんにご理解いただく必要があると思います

が、やはり夏休み中で、それからオリンピックパラリンピックという社会のイベントがあ

る。それからよく言われる自粛疲れ。こういったようなことで人々の活動が増し、人流が増

える。こういったことが、日々起きているわけです。この結果何が起きるかということです

が、もちろん、コロナの感染というのは拡大します。実際にコロナの数がどんどん増え、一

定率で悪化しますので、悪化する方も増えてくる。当然、コロナ病床を圧迫し、非常にきつ

いことです。 

もう一つ、上に書きましたけども、人々が活動する。人が外に出る。さらにはスポーツを

する。こういったようなことで、けがや病気というものがどうしても増えています。現在夏

場ですから熱中症が多いですし、夏というのは非常に脳梗塞の発症率も高い。実は１年間で

夏が一番脳梗塞が多いわけであります。その他スポーツ外傷、交通外傷といったものが多

い。さらに本年の非常に大きな特徴であります、小児のＲＳウイルス感染症。これは爆発的

に感染者が増えています。こういったものがすべて、救急外来を受診する患者さんとして押

し寄せるわけですので、救急病院救急外来のところにくる。これはコロナと共通の窓口で

す。 

実際本県、神奈川県の中で、コロナの対応をしていただいている病院というのはほぼ普

段、救急対応もしていただいている救急指定の医療機関であるということで、ほぼラップし

ています。そういうふうなことで、この一般救急患者さんとともにコロナも増える。こうい

ったような中で、救急がパンクをする。こういうようなことが、結局コロナの病床だけで見

えない医療の逼迫というところを表現することになるんだということをご理解いただく必要

があると思います。 

医療崩壊あるいは医療の危機という言い方をしますが、まさにその中で、際立っているの

が救急医療が非常に危機的な状況にあるということです。このイメージを少し整理しておき

たいのですが、感染した場合によく軽症・中等症・重症というふうに分けます。その中で、

中等症の病床はどうなのか、重症の病床はどうなのか、こういった見方をするわけですが、

これを分離して考えるということは非常に現実にそぐわない部分があります。確かに昨年ま

で高齢基礎疾患をお持ちの方は、直接重症化するということがございましたので、この高齢

基礎疾患をお持ちの方と中等症の関係は非常に濃密で、この重症病床がどうなのか、そして

中等症病床がどうなのか、こういう見方もないわけではなかったわけですが、先ほどお話し

たように、現在は非常に若年化している。若年化するという中で、軽症の状態で病態がスタ

ートする方が非常に多いというのは事実であります。軽症の方が多いので大丈夫なのかって

いうことに関して、これは、慎重に我々理解をしていく必要があるわけでありまして、母集

団としての感染者が先ほど示したようにうなぎのぼりの感染者。こういった感染者が増えま
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すと、幾ら軽症者がほとんどだと言っても、一定数悪化する方もいらっしゃいます。これ 20

代 30 代であっても、一定の率で、入院が必要になります。さらにはＩＣＵに入る必要が出て

参ります。母集団としての軽傷が増えれば増えるほど、途中で中等症に移行する。さらには

重症に移行するという方が多くなりますので、これは軽症から中等症への負荷がおいおい増

えている。そして中等症の方が増えれば、結果的に重症の方が増えている。ドミノ倒しのよ

うなイメージになります。軽傷が増えれば増えるほど、中等症が逼迫し、中等症が増えれば

増えるほど、重症も逼迫する。これは一連の関係にある。その間を介在さしているものが先

ほどもお話したように、救急搬送ということで、救急車での実際の患者の移動ということも

行いますので、こういった連動した形でのきつさということが起きているんだということを

ご理解いただければというふうに思います。 

16 ページでございますが、こういった感染拡大の中でステップワンツースリー、これを今

お話させていただいた内容を言葉にするとこういうことです。中等症の病床がまず逼迫す

る。これはもうすでに今なっています。そして時間差で重症病床が逼迫する。これも本県

は、この状態になりました。そして、救急体制が破綻をきわめる。ここら辺のところを少し

具体的にご説明いたしますと、自宅療養されている方は先ほどお話したように、地域療養と

して、看護師さん、お医者さん見ていただいているということと、もう一つ、県の方で管理

している方もいらっしゃいます。こういった方々を、入院が必要だというふうになった場合

に入院するわけですから、これは一括して県の調整本部の方でやらせていただいています。

県の調整本部の方に依頼が来る。これは入院した方がいいよ。これに関して左側のギザギザ

の灰色の折れ線グラフがあります。 

17 ページの折れ線グラフを見ていただきますと、第３波第４波と比べて第５波が非常に大

きな山になっているということがご理解いただけるかと思います。病院への搬送調整、この

件数が爆発的に増えてございまして、現在、１日に 80 件ぐらいの調整をするということにな

っています。病床がかなり逼迫してきている中で、この人入院をお願いします。そうですか

というふうに現在なりません。何ヶ所か電話をかけて、ここはどうですか、どうですか、と

いうことを何度も繰り返し電話をして、何か所目かで入院先が決まる。こんなことを繰り返

していますので、実際の数ということ以上に、これの×何倍という数で、この調整には深く

関わっている状況であります。 

18 ページでありますが、この患者さんの搬送に関しましては県の本部の方での調整という

のは民間従事者を中心に搬送していますが、それでは間に合わない、本当に緊急の場合はど

うしても行政消防が呼ばれるわけであります。行政消防が、この呼ばれる中で、コロナだけ

でなくて一般傷病も含めまして、今非常に救急車が大変たくさん 119 番で呼ばれています。

そういう中で、これは総務省消防庁のデータでありますが、医療機関に電話をかけて、すぐ

に受け入れを要請してもですね、今いっぱいで無理です。こういうように断られるというケ

ースが実際に発生しています。こうやって断り回数が４回以上、４ヶ所かけても、受入先が

決まらない。結果的に現場に、救急車は行き先が決まって初めて動きますので、決まらなけ

ればその場に停滞するということになりますけど、その場の滞在時間は 30 分以上になる。こ

の両方を数で結んでございますが、この両者、４回以上電話をかける、なおかつ 30分以上現

場に留まっている。こういった件数ということが、総務省消防庁に集計として出されてござ

います。神奈川県の場合には３つの政令市からこのデータが示されてございまして、これ８

月の、まだ頭までのデータでありますが、ここのところこの２週間３週間で急激にこの件数

が増えてございまして、前の週に比べて、直近で言っても 26％増しということで、非常に救

急車が停滞するという事態がどんどん増えている。このような状況だということをご理解い

ただきたいと思います。 

受け皿となる医療機関ですけれども、次 19 ページをお示ししますが、よくご覧になるのが
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左側の折れ線グラフかと思います。病床利用率っていうことであります。点線または緑色の

線で示されているもの中等症または病床全体ということでご理解いただければと思います。

黒い線が重症です。いずれもですね、先ほどお話したように、実は最初上がり始めたのは中

等症の患者からでした。中等症の利用状態というのはどんどんどんどん上がっていった。初

期にやはり重症患者さんの病床というのは、さほど使われる傾向は無かったのであります

が、最近になってこれが急激に立ち上がってございまして、直近では中等症も重症も、病床

利用率としては、両方同じぐらいの比率、70％ぐらいのところまできた。右側の折れ線グラ

フ、重症と中等症のそれぞれの実数であります。数で示してありますので、見ていただけれ

ばと思いますが、傾向としては、直近になればなるほど、右側のところが非常に急峻な立ち

上がりを示している。この傾向が今のところ止まることがないということでご理解いただけ

ればと思います。これは先ほどお話したように、そういう中で病床の確保ということが非常

に難しい。特に夜間は夜間の救急患者さんも来ます。こういうようなことで、すぐに受け入

れ先が見つからない、そのようなことで、酸素センターの運用が開始されたわけでありま

す。 

こういったような状況の中で、我々、この先をどういうふうに考えていくのか、あまりい

いことばっかり考えていても仕方がない。現実に目を向けて、できることできないこと、何

が起きるのかということを考えていく必要があると思っています。まず保健所の活動であり

ますが、従前からよく言う積極的疫学調査ということでよくお聞きになると思いますが、21

ページのとこで患者さんに対する情報の聞き取りという作業を現場の職員がやっていきま

す。その中で、これもよくお聞きになると思いますが、濃厚接触者が誰なのかということを

特定し、必要であれば集中的な検査をする。こういった方針で今やってきたんであります

が、事細かに情報を聞き取るのは、これ非常に大変で、１人の患者さんあたり２時間から３

時間かけてやるものが本来の積極的疫学調査であります。先ほどお話したように１日に 2,000

人 3,000 人という患者さんが発生した場合に、これかける２時間３時間というふうに延べで

時間数を考えた場合に、これ果たして完全に全部きめ細かな情報収集できるだろうか。これ

はどう考えても限界があるわけでありまして、結果的にやれない状況というのが発生するあ

るいは遅延が発生するということになろうかと思います。そういった中で濃厚接触者がだれ

なのか、こういったことの特定ということ、あるいは集中検査をやるといったものに手が本

当に回るのか、こういったところは現実に僕は不可能な状況というのが、近々に訪れるであ

ろうと考えています。 

それから自宅近く療養を先ほど示したように、しっかりと管理をするという方針で我々や

ってきたわけであります。パルスオキシメーターを翌日までに配布するということでやって

いますが、この翌日までに全員に発出するということが果たしてこの先もずっとやっていけ

るかどうか。これはかなり増強しています。物を調達していますし、配送体制ということも

強化をどんどんしています。しかしこれが無限にいくかというと、ここのところは、決して

どうであるか分からない。さらにはこの患者さんの管理ということは、病院と同じようにカ

ルテで管理をしています。これはシムと呼びますが、こういったプラスチック型の情報管理

システム。ここには情報入力するという作業が加わるわけですから、現在神奈川県としまし

ても、さらには、政令市のご協力も賜りまして、大勢の職員で全庁体制でこういった作業に

あたっています。しかしこれが無限大に患者が増えていったときに、これを本当にずっとや

っていけるのかどうか、ここのところは疑問であろうと思います。さらには、ご希望される

方には食事の配送ということもやっていますが、これも限界を迎える可能性はある。こうい

った中で、私たちはこの自宅療養の方の健康管理ということをどこまでやっていけるのか。

もちろん先ほどお話したような、地域医療モデルの運用に関しまして、医師会の先生方ある

いは訪問看護ステーションのさらなるご協力ということで、お願いをさせていただいてござ
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いますが、さすがに物理的にどんどん患者さんが増えていった場合に、今と同じことをやっ

ていけるかというふうになった場合に、単純にイエスというふうに答えるのはあまりにも無

責任であろうというふうに考えています。 

それから医療機関でありますが、先ほどお話したように相当に今厳しい状況になってきて

います。今後起きてくることを、今足を突っ込み始めている状況。肺炎を起こして低酸素の

状態、それでも入院ができない。こういった方は当然重症化していく、或いは最終的にお亡

くなりになるというところに繋がっていくわけでありますが、こういったことを踏まえて、

病院としてどういう踏ん切りをしなければいけないのか。これはコロナの患者さんがどんど

ん増える。そういった方々が低酸素だ肺炎だ。こういった方がたくさんいるからこの人達を

どんどん入院させてみてほしい、こういったものがある一方で、医療機関というのは他の

様々な疾患に対応しているわけであります。 

22 ページにそれらの疾患名をお書きしました。よく救急である命に関わる急性心筋梗塞、

脳卒中、重症の外傷、こういったものを決して、これをやめる手を抜くというわけにいかな

いだろう。これは皆さんが思うところでありますが、それ以外にも救急で見てるもの、四肢

の骨折、やはり高齢社会の中でご高齢者の方というのは毎日体調不良で救急を受診してい

る。それから子供の発熱、さらに悪性腫瘍の方々というのも、やはりこの医療機関にかかっ

て抗がん剤治療の手術をする。非常に重要な医療の部分がありまして、コロナ等と、これら

の病気ということを天秤にかけて、私たちはどういう医療を展開していくのかということを

考えなければいけない。かなりきつい選択を迫られるというところに来ているんだろうと思

います。そういう中でも、救急医療というのは何としても堅持していく。これは皆が当然そ

うであろうというふうに考えたところでありますが、予定手術、入院がどうなのか、外来は

どうするのか、こういったことを疾患・診療所域ごとに考えていかなければいけないという

ふうに思います。 

23 ページにはそういったようなことで、非常にこの搬送の調整が困難であるということ。

現在、神奈川県のホームページでもこういったことを示させていただいています。実際にこ

の搬送調整に当たっていただいているドクターの方々というのは、24 時間体制で今搬送調整

をしてございまして、夜間はもう不眠で、ずっとこの搬送調整していただいています。そう

いう中で、交渉に交渉を重ねて、何とか搬送を探すということを今日も今やっていただいて

います。多くの医療機関からあるいは医師会からご参加いただいて、やっていただいている

わけでありますが、その中でやはり具体としてどういうことが起きているかということを、

これ県民市民の皆さんに見ていただくようにホームページでの公表ということをやっている

状況であります。 

14 ページ目のところ事で音が飛んでいたという情報が入ったので、簡単にこの 14ページの

ところを少し、お話さしていただきます。今年の夏の本当に救急状態が厳しいということで

すけども、人々がたくさん動く。その結果として、コロナも増えますし、様々な病気疾患け

がも増える。この人たちの入口というのは実は全部一緒でありまして、コロナの対応も他の

救急患者の救急指定病院が担当しています。これ入院の病棟をかなり、この救急病院に担当

していただいている部分があります。そういったようなことで、この両者がこの救急外来に

かち合う、そういうようなことで、コロナの患者さんを見て欲しいと言っても、今他の救急

患者さんを見てるから、逆にコロナを見てる場合、他の救急患者さんを見られない。こうい

うようなことでぶつかってしまって、この救急医療が非常に危機的な状況にある。ここをま

ず、現在すでに起きている神奈川県の救急医療の危機的な状態ということでご理解いただけ

ればというふうに思います。これらを踏まえまして、このお話をさしていただいているわけ

であります。これから先どんなことが起きるのか、どんなことを我々は考えていかなければ

いけないのか、少し思い出していただきたいというふうに思います。 
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24 ページの右側のグラフというのは、これは日本の我が国の患者で、第３波第４波第５波

というふうな、一応右側にあるのが第５波でありまして、全国で１日に１万 2,000 人から

3,000 人ぐらいの新規患者さんが発生していると報告されています。今非常にこの危機的な医

療の状態であるということをお話させていただいているんですが、左側に昨年 2020 年３月、

この頃ヨーロッパであるいはアメリカでですね、急激な患者増加で非常に医療が逼迫した状

況がございました。例えばこの緑の線で示しているのは、イタリアであります。イタリアの

数字を見ていただきますと、この去年の３月、イタリアってのは日本の人口半分程度ですの

で、先ほど１万 2,000 人ぐらい今日本で患者さんが発生しますよというお話をしましたけど

も、それの半分 6,000 というところ。まさに昨年の３月の時点でイタリアはこれぐらいの患

者さんが発生していて、様々な大きな問題に打ち上がったということがございます。もちろ

ん状況が違うというのがあります。逆にシフトしたっていうことがございますが、先ほど話

したように今後ドミノ倒しが起きてくる。そういった中では、やはり一定程度の重症患者さ

んということが出てくる、あるいは酸素投与が必要な方がたくさん出てくる。 

昨年イタリアでは、25ページの写真をご覧いただきますと、左側の写真というのは病院の

大広間にベッドだけ並べて、とりあえず寝かしておいた、これは災害の時の救護所みたいな

ものです。こんなようなことをして、とりあえず患者さんを収容してどうするんだいうこと

で困惑していた写真でございます。その結果として、右側にある写真のように、これは不幸

なことに多くの方が亡くなられて、火葬も追いつかない、このような状況の中で遺体が並ん

でいる。こういったようなことが現実に起きていたということが報告されてございます。私

たち、これから先どんどんどんどん患者さんが減らないで増えていくという場合に、こうい

った場面をイメージとして持って、考えておく必要があるだろうと思っています。我々の持

つイメージというものに関しましては、私たちが一番見ているのは、我が国の特性として自

然災害、大地震あるいは水害、こういったことが実は見てきた光景に近いものがあります。 

26 ページ右側の写真というのはこれ東日本大震災の時の東北地域での病院の様子です。こ

れはもう診療の場所でないところにベッドを出して、いろんな資機材を出して、もう来るも

の拒まずでとりあえず受け入れてみるということをやっていました。これと同じようなこと

を、地震の防災訓練ということで、各病院やっております。左側は災害訓練の様子です。例

えばこれは、病院のロビーであります。決して病室じゃないんですね、病室じゃないところ

にベッドを並べて、多くの医療スタッフが参加して、こういったところに臨時のネットを展

開して、患者さんを見る。こんなことをするわけですけども、こういった時にみんながやっ

てることというのは、もう手術等も全部停止。外科系のドクターもこういった患者さん、外

科系も内科系もなく、みんなで見る。そんなようなことをするわけでありますが、コロナに

関しまして、これは外科内科が逆転する部分があるわけですけど、内科が今まで中心に見て

いましたけど、外科系の先生方もご参画いただく。さらには、こういった防災訓練ではマス

クしてないですけど、Ｎ95 マスクをみんなつける必要も出てくるとかですね、そういった特

性を盛り込みながらも、こういった受け入れ体制っていうことを考えていく必要があるのか

どうなのか、こういったイメージを持ちながら私たちは、医療体制を考えていく必要がある

んだろうと思います。 

決して遠くはないインドネシアで、まさに６月７月起きたことというのは、こういった状

況であります。27 ページの写真を見ていただければ、一目瞭然であろうと思います。隙間が

あればそこにストレッチャーベッドを展開してそこで寝ていただく。そして、酸素ボンベが

ございますが、酸素ボンベで酸素を吸っていただく。こういうようなことで、野戦病院化す

る中で、患者さんを見ていく。こういったようなことが展開されたわけですけど、果たして

このまま患者さんが増えていった場合、日本でこういったことを展開するのかどうなのか、

こういったことまで考える必要があるんだということであります。 
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こういったことを実は、先週、私がこういった同じ写真を見せてですね、28 ページにござ

いますような問いかけを、神奈川モデル認定医療機関として現在コロナを受け入れていただ

いている、医療機関の院長先生以下各病院、ほぼほぼすべての病院にご参画いただいて、会

議をいたしますが、その場でこういうことをディスカッションしましょうということで、考

えるにあたってのたたき台として示したものがこれなんですね。この平時の医療体制が崩壊

したということを前提としてですね、４人部屋に６人患者さんを詰め込む、場合によっては

８人詰め込む。もう診療科関係なくがん科の先生、皮膚科の先生にも、このコロナの関係を

見ていただく。これはもう看護師さんも総出でやる。それから３ヶ月間程度、止められる医

療を止めてしまうと。これ極論するとですね、がんの治療も止めざるをえないことまで想定

する必要がある。今やっているがんの治療、例えば抗がん剤。途中で止めるわけにはいかな

いですけど、新規の抗がん剤治療あるいは新規の手術ということに関しては止めて対応す

る。こんなことも場合によっては考えなければいけないんではないか。現在もう酸素センタ

ーというものの運用が始まっているわけでありますが、これ爆発的に患者さんが増え続けた

場合には、これでも追いつかなくなる。であるならば、とりあえず病院に収容して、そんな

に質の高い医療ということとは違って、もう最低限可能な医療提供だけをするという、まさ

に野戦病院です。そういったことをしていくのかどうなのか、こういったところまで我々踏

み込んでイメージを持ちながら、対策対応を考える必要があるんだと、こういう話をさせて

いただきました。そういう中で、今の段階で、皆が出した結論としては、やはり可能な限り

の医療を止めようということで、これは皆が同意した内容でありまして、それに応じまして

つい先日、指針として出させていただきました。３ヶ月程度、急がない医療に関しましては

止めて、外来入院対応あるいは先ほどお話した救急対応ということ何とか堅持していくよう

にする。具体的にはどういうものをどういうふうにするのかということですけども、時間の

猶予がない疾患。特に救急疾患です。これは継続するけども、良性疾患に対する対応、ある

いは検査、機能改善、こういったことに関する入院手術に関しては、もう具体的に止めてい

く、そういう作業をしようとこれは病院サイドとしても、そういうことが必要なんだ、その

ための指針を作って欲しいということがございましたので、この指針を発出させていただい

たわけです。 

30 ページには、具体に書かれた一覧表がございます。細かいことは業者でないと分からな

いことがありますが、これがすべての診療科にわたって、様々なものをカットするというこ

とを、病院ごとの判断ということではございますが、こういったものを参考にしていただい

て、止められるものは止めて、人とベッド、これをこの内容にシフトしていくということに

なります。これご自身のあるいはご自身のご家族のものとして、置き換えてください。例え

ばこれやはり夏休みですから、夏休み期間というのはお子さんなどでは、手術その他入院を

予定しているケースというのは非常に多いです。この夏休み期間を使って手術をして治しま

しょうという予定をされている方が多いと思いますが、それをキャンセルにするということ

でありまして、非常にこれは患者さん、患者さん家族にとっては大きなインパクトのある話

なわけであります。でもそこまでして、コロナに対応するということをしなければいけない

ほど、今病床が切迫してきている。これから先もっとであれば、より一層必要だと思われる

医療まで踏み込んで止めるということを考えなきゃいけないのかということになります。 

31 ページはですね、そういったことを共有する。先ほど可能といった認定医療機関。病院

との中でこの話を共有したわけでありますが、これは地域の医師会の先生方にも、これは是

非とも共有していきたい。こういうことで、これもつい先日配布をさせていただきました。

電子であるいは紙で配布でありますが、今非常に大きな波が来ていて、これから先、ものす

ごい患者さんが増えることが予想される。そういった中で、どうかご協力を賜りたい。こう

１個とは、医療界に所属される方皆さんで共有するという、そういうことが必要なんだ。こ
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ういったようなことで、我々が今まで考えてきた限界を超えて、さらにどういう状態になっ

ていくのか、一定程度の確保の準備ということがどうしても必要になってくるだろうと思っ

ています。 

33 ページ。冒頭お話をさせていただいてようにデルタ株はもはや昨年我々が経験してきた

１年間の貯めてきたノウハウ、こういったもので、単純に対応できるようなものではおそら

くないであろうということです。科学的なデータから、もう分かってきたことであります

が、昨年、アルファ変異の前、従来株という言い方をしますが、従来株と比べて 1,200 倍の

ウイルス排出量があるということが、論文で報告されました。非常にこのデルタは増殖性が

速く、ウイルスというのは人の細胞の中に入って細胞の中で増殖をして、細胞がはじけてウ

イルスがわっと外に出てくる。こういったことを繰り返して、感染が広がっていくわけであ

りますが、この細胞内での増殖がものすごくスピードが速くなっています。感染臓器からウ

イルスをたくさん輩出して、これは当然、人に移しやすくなるということであります。この

1,200 倍という数字を皆さんイメージできるでしょうか。相当な数のウイルスが吐き出され

る。つまりこの感染性が高くなるということになります。この感染性ということを、数量的

に示したもの、それを少し計算で示したものがこれであります。今年になりまして、アルフ

ァ変異がでました。アルファ株というのは、従来、ワイルドということでダブルで表現しま

したが、従来の株の 1.32 倍ぐらいの感染性の強さだというふうに考えています。さらに現在

問題となっているデルタですが、デルタはアルファ株の 1.47 倍の感染強さ、つまり５割増し

というぐらいの感染性の強さだということになります。そういうことからしますと、デルタ

は元々の昨年の従来株とどれぐらい違うのかというと、1.32 掛ける 1.47。つまり、近似させ

ると昨年のウイルスの倍、掛ける２に相当しますので、昨年私たちが１年間、大体こういう

ものかと思ってきた従来ウイルスの２倍の感染性を持つということになります。こういった

ものを別の表現で、イメージを作っていくと、この R0 と書いてありますが、これ基本再生産

数というものがございます。基本再生産数というのは、ウイルスごとに規定される１人の人

が感染者であれば最終的に何人まで感染させるのかということを示していて、ウイルスの感

染性の強さ、あるいはウイルスが人に感染させる期間、こういったことに特有の数字という

ふうに考えていただければよろしいかと思います。参考としてお示ししましたが、非常に感

染性が強い麻疹あるいは水疱瘡というのは 10 を超える数字でありまして、１人の人が 10人

以上に移していくというものであります。それ以外に風疹・インフルエンザ等をお示ししま

したけども、インフルエンザの場合はウイルス特有の感染性は１から３の間で平均して２く

らいです。一段上に戻って、コロナウイルスはどうか、この数字はどうかということですけ

ども、ウイルス特有の感染性を示す R0、従来株に関しましては 1.5 から 3.5 ということが報

告されています。その中で代表的な数字はよく 2.5 という数字が使われます。デルタになっ

てからはこの感染性が倍になったということからしますと、この左側の 1.5 から 3.5 をかけ

る２にすればいいわけですから３から７、代表的な数字としてはこの中間的な数字として５

という数字になります。ウイルス特有の感染の強さを示す基本再生産数は、このデルタ株に

関しましては５という位置付けになりますので、この下に示した様々な疾患との比較でいき

ますと、少なくとも例年の季節的インフルエンザの３倍程度の感染性を持っているというふ

うに考えなければいけないということになります。つまり、昨年私たちが思っていたウイル

スとはもう別物と思っていただく必要があります。２倍になったというのはこれ、ウイルス

では相当に大きなインパクトでありまして、感染性が去年と２倍変わったということになれ

ば、これは別物になったというふうに考える必要があります。 

もう一つ皆さんがお聞きになったことがあるのが、実効再生産数ということだと思いま

す。34 ページにその説明をさせていただきます。先ほどお話させていただいた基本再生産数

というのは、ウイルスに特有の数字でありますが、実際には私たちウイルスに感染するかど
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うか、私たちが今、社会の中で行っているように様々な要素が加味されて、実際の移り方と

いうのが影響されます。123 と示しましたけど、今感染してる人がどれくらいいて、まだ感染

していない人がどれくらいいて、感染から回復した人がどれぐらいいて、こんなようなこと

で、実際には非常に複雑な方程式で計算をするものであります。ただそういった数字を積み

上げても非常に分かりづらいので、これを端的に言いますと、右側にお示ししたように、社

会の対策、人々の行動、こういったことでこの実効再生産数というのは変化をいたします。

これ具体的に言いますと、ワクチン接種をした人がどれくらいいるのかということと、まさ

に人流対策、この２つというふうに、もう言い換えてよろしいかと思います。この実効再生

産数というのを単純に今後見ていく上で、何を見るかと言いますと、１を超えているという

ことは患者さんはどんどん増えていきます。つまり、１人の人が何人の人に移すかというの

がこの考え方ですので、１を超えていればはどんどん増えます。１であれば横ばい。１を切

って初めて患者さんが減少に転じるわけであります。この減るにしても社会全体として減ら

せるためには、十分に１を下回る、０．何ぼという、0.9 いくつかでは足らんということで

す。0.8、0.7 というふうに十分に下げた値で一定期間継続した場合に、患者さんの減少が目

に見えてくると、安心して減っているということになります。 

参考までに直近の 35 ページにですね、神奈川県の青い棒グラフが患者さんの発生状況で、

赤い折れ線で、簡易な方法で出している実効再生産数です。これで見ていただきますと、ほ

ぼほぼ１を超えていて、直近では、２を終えて、一番最初 1.81 ですが、２ぐらいのところま

で来ています。１人の人が社会の対策をとっていっても、１人の人が２人にふやして、移し

ていくからこれはもう、皆さんの利息計算と同じなんです。複利計算式なんですね。どんど

ん雪だるま式に増えていくと、こういうことになっています。これちょっとさかのぼって前

に見てみますと、これ赤色のところは前の緊急事態宣言でこれを解除したところが、この赤

い網掛けの終わりのところでありますが、この時というのは、実効再生産数が確かに１をち

ょっと下回っている時期がある程度続いていた。そういうことで患者数が減った。そういう

ことで、社会の制限を解除したわけであります。そのあと、急激に患者数も実効再生産数も

上がって、残念ながら黄色網掛けの重点措置を再度発令しなければいけないところになった

ということであります。やはりこの１を下回ったとはいえ、十分な１より低いところにあっ

たかどうかというところは、なかなか苦しいところであります。現在 2.2 でありますから、

これを１より下回らせるためには、半分以下に下げなければいけないということになるわけ

であります。これ例えば有名な西浦先生が出している東京都のシミュレーションですけど、

東京都もやはり 1.7 とか 1.8 ぐらいの実効再生産数です。これを様々な年代ごとでこういう

予想の線を出していますけども、青い線だけが下に向いています。青い線というのは、50％

以上この実効再生産数を下げた時、50％ということは、実効再生産数が 0.85 ということで

す。ここまで下げないと、患者は各世代とも低下に向かない。それ以外のものであると、実

効再生産数が１割とか３割下がったぐらいでは、患者は増え続けるということで、かなり厳

しい状況でございます。私たちは、これ実効再生産数を下げるために２つの手段しかないわ

けです。ワクチン接種、これをする。それから人との接触を断つ。この２つをどうやってや

るかなんですが、なにせワクチン接種に関しましては、短期間でこれを達成するというのは

無理であります。やはりこの部会から先数ヶ月間かけて、とにかく大勢の人たちにワクチン

の接種していただくということが必要になる。一方、今すぐにできる可能性があるとすれば

人の接触を徹底的に減らす。人流低下につなげると、こういった社会政策をどれだけ出せる

かということになります。私達の大きな戦略はこういうことだと思います。まずは人の接触

を減らす。この間に時間稼ぎをするということです。先ほど一つ前のところでお示ししたよ

うに、実効再生産数を減らしていくというのは、なかなか大変でありますけども、１枚戻り

ます。35ページ見ていただきますと、患者の増え方が、赤と比べると緑の線の方が緩やかで
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す。つまり、10％でも 30％でも、とにかくちょっとでも減らした方が、確かに患者の増え方

が減るわけでありますので、こういった努力を踏まえて、とにかく人流を少しでも多く減ら

す。そうすると時間稼ぎができますので、その間に、少なくとも 40 歳以上のワクチン接種を

終わらせてしまう。さらには 30代 20 代というところまで、やる必要がありますが、とにか

く一刻も早く重症化するこの 40 歳以上の方々は、もうワクチンを終わらせてしまう。こうい

ったような戦略をしていかなければいけない。ただし、この人流を減らすというのはなかな

か難しいことでありまして、これ昨年４月の緊急時宣言時のやつですけれども、果たしてこ

こまでも持っていけるのかさらに懸念していることは、このシミュレーションしていると、

去年の減らし具合８割という言葉がありました。８割ももしかすると足らないかもしれな

い。それぐらいに現在は爆発的な感染の拡大だということを専門家の会議の中では言われて

ございます。そういったことを踏まえて、私たちはどういった社会に対するメッセージを発

出し、ブレーキをかけていくのか。ここを真剣にやらない限り、患者は増え続けてしまうと

いうことであります。最後に、とにかくお願いであります。救急はもう破綻状態にあります

ので、コロナに限らず、とにかく病気やけがをしないように、何としてもこういったことを

避けるように生活していただきたい。それからもうウイルスは別物です。人込みは本当に怖

い場所なんだというふうに思って、行動していただくような感覚、概念というものをどうか

皆さんに持っていただくように働きかけをしていく必要があるだろうというふうに思いま

す。 

 

〇（副本部長（くらし安全防災局長）） 

ありがとうございました。ただいま専門家であります、阿南総括官から約 40 ページにわた

る資料を活用して、医療現場の実態、さらには現在の感染爆発を抑え込むためには、ワクチ

ン接種と人流の抑え込み、これが必要だということをご説明いただきました。この間、同時

配信している動画では、最大で 100 名、現在も 60 名の方が視聴されている状況でございま

す。市町村長の方々も、多くご視聴いただいていることと存じます。それではここまで、阿

南先生のご説明に対して意見交換をさせていただきたいと思います。現在、実時間が５時３

分でございます。この映像をご覧いただく市町村長さんは若干トラブルがあって、１分程度

遅れて、ご覧になったと思います。ご意見のある方は、事前にお知らせしているところにお

電話をいただければ、こちらの方で、リアルタイムで会議に意見を述べていただけます。市

町村からお電話をお待ちする間、構成員の皆様からご議論、ご質問等いただければと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○（副本部長（小板橋副知事）） 

11 ページの所に、1.4、1.7、1.9 と、それに対して、3,000、5,000、6,000 というような数

字がございます。それ以降、どのページを見ても、右肩上がりの表がずっと続いているわけ

でございます。今日の話すべてのページが、非常に恐ろしいというか、収拾がつかない状況

に来ていることを端的にお示しいただいたのかと思うのですが、通常ですと、今まで山が来

て、下がる絵を想定しているわけですけれども、今日のご説明の中には、山は上り続けるだ

けで、下がるところはどこにもないという絵になっているわけでありますが、そこはどうし

ようもない、非常に厳しい状況ということで、下がるということに関してはどのように考え

たら良いのでしょうか。 

 

〇（阿南医療危機対策統括官） 

今やっていることを続ける限りは下がる要素はないというふうに考えざるを得ないという

ことであります。もちろん、夜間の人流を減らすということでお酒の提供の停止、あるいは



 

14

営業時間の短縮、こういうことをやっていただいていますので、夜間の人流に関しては一定

程度低下する。こういったことは見えてございますので、そこのところは、それをやってい

なかったらもっと激しい増え方だったというふうに考えるべきでありまして、それをやって

るからこそ、これぐらいの所だと。ただ下げる力は現状ないという解釈なんではないかと思

います。 

やはりこれは、２つのことだと思います。１つは、デルタ株の特性である。デルタ株が非

常に移りやすくて、ずっと繰り返し申し上げていますが、昨年まで大丈夫だったという経験

則が通用しない。昨年まで大丈夫だったことでは、感染を起こす。端的にいうと、東京の一

部のエリアから報告されていますが、マスクを決して外すことなく最低限の仕事の会話をし

ていた。そういう中で感染がクラスターも含めて報告されています、そういったようなこと

で、マスクをして距離を置いて、関係者含めて注意して対処しましょうということでやって

きた。それでも感染するケースがあるんだ。そういう感染性の変化ということがどうして

も、ブレーキがかかりづらい部分になっている。こういった議会の中で私たちは考えないと

いけない。 

それからもう１つは、ウイルスがものすごく浸透してしまったということ。現在のＰＣＲ

等の陽性率を見ても分かるように、非常に多い。一部のハイリスクなウイルスの感染拡大の

初期には、非常に移しやすい行動をする方というのもいたのかもしれない。例えば、お酒の

問題、マスクをしないということ、そういったようなことが問題にあったっていう部分があ

るんですが、今となっては、誰でもウイルスを持っていて、我々の非常に身近な人たちが普

通にしていても感染してしまって、微症状の方もいらっしゃるわけですから、ウイルスが非

常に身近なものになってしまって、そこが分からない中で、次から次へと感染を引き起こし

ている。この２つのことで、なかなか下げるという方向に持っていくのは、至難だろうとい

うことで、こういう右肩上がりということになります。 

 

○（副本部長（武井副知事）） 

このシートの 33 ページの所に、変異ウイルスの特性がありまして、従来株の 1,200 倍のウ

イルスの排出がある。実効再生産数も従来株の２倍ということで、これだけ感染力の強い、

感染性の高いウイルスがある中で、感染拡大を防ぐためには、極力人との接触をなくしてい

くということが大前提だというお話なのですが、我々が社会生活を営んでいる以上、人との

接触を完全になくすことはできない話だと思います。一定の人との接触はどうしても生じて

しまう。そうした場合に、それぞれ各人の感染防止のための行動は、やっぱり必要になって

くるだろうと思う。我々はＭ・Ａ・Ｓ・Ｋという基本的な感染防止対策を県民の皆さんにぜ

ひお願いしたいということで、訴えてきたわけでありまして、従来株と比較したこの変異ウ

イルスの感染性の高さを踏まえた上で、我々が日頃とるべき感染防止対策として、いわゆる

Ｍ・Ａ・Ｓ・Ｋ、これを抜本的に見直さなければいけないのか。それともこれをベースとし

ながら、我々が、あるいは県民の皆さんが、日頃行動するときに、ここに注意しなければい

けないというものがあるのか、その辺を教えてください。 

 

〇（阿南医療危機対策統括官） 

感染症対策ということでＭＡＳＫは非常に基本的なところで、普遍性のある概念だという

ふうに考えています。ですのでこのＭＡＳＫの４つの項目をしっかりやるということは変わ

りません。必要な事は強化だと思います。例えで言うならば、60 点では合格なりません。80

点 90 点を取ってくださいということです。今までは、３つの密という言い方をしましたけど

も、１つでもリスクですよということで、３つ重なるとよりリスクが高くなる。そういう中

で、３つの対策をとりたい中でも、どうしても取れないというのことで２つの対策だけ取っ
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て、何とか乗り切ってきたということがある。ただし、今３つの対策のうち２つでもダメ。

ＭＡＳＫもここの部分だけはちょっと勘弁して、勘弁できないという考え方ではないかと思

います。例えば個々のもので言うならば、マスクに関しましても、マスクの密着性あるいは

鼻出し。鼻出しを画面でよく見ます。鼻を出すというのは許されない行為というふうにとら

える必要があります。鼻が出るようなことをしてはいけない。マスクも非常に密着度が求め

られる。それから、マスクの素材は不織布を使う。こういったようなことで、強化する必要

がある。それから距離に関しましても、今まで以上に今までよりも距離を置かなければいけ

ない。接触時間に関しても、時間を短くする。今までは、15 分だったものが、15 分では長す

ぎる。それを 10 分５分に縮めていただく。そういうことで、リスクはゼロにはならないが、

こうやれば大丈夫ですというのは残念ながら、これこそまさに接触を完全に断つ以外はない

です。接触を完全に断つ以外は無いですが、社会生活上ゼロにはできないので、リスクを少

しでも下げるということであれば、そういったようなことを、各項目で強化をして、我々は

90 点、100 点、そういったところを目指す。１項目たりとも抜けてはいけない。こういう厳

しい対処が求められるということだと思います。 

 

〇（副本部長（武井副知事）） 

これまで県として、事業者の皆さんに対しても、県民の皆さんに対しても、感染防止対策

を徹底してくださいということをお願いしてきましたけれども、従来のことをやっていれば

良いというレベルではなくて、一段ギアを上げた対策をお願いしたいということを、人流の

抑制と併せて、しっかり強力に訴えていかないといけないという理解でよろしいですか。 

 

○（阿南医療危機対策統括官） 

おっしゃるとおりです。 

 

○（本部長（知事）） 

それだけ感染力が強い場合に、前に濃厚接触者の定義の見直しを、国に申し上げたと思い

ます。さらにこれだけ厳しい状態になって分かった時に、濃厚接触者の定義の見直しは進ん

でいるのでしょうか。 

 

〇（阿南医療危機対策統括官） 

議論をされています。今までの濃厚接触者よりも、幅広といいますか、そういうとらえ方

をしなければいけないだろうということは、皆が少しずつ分かってきた。しかしどこまでな

のかが非常に難しい。先ほどお話したようにここまでなら大丈夫というラインが見つからな

いんです。それぐらいに感染性が高まっている。そこのところが最終的に結論が出ない。そ

ういう中で、非常に定量的な表現が難しい。今までも構成していた、例えば 15 分とか、距離

何メーター、そういう中でやっていた。それがより離れてもなく、短い時間でもなく、じゃ

あそれは何分なんだ、どれくらいの距離なんだっていう定性的な表現が難しくて、定義を変

えるということができていない。ただ現場では、今までどおりで大丈夫だということでなく

て、ここで今まで線を引いていたものよりも一回り大きく、濃厚接触者の可能性があるとい

うとらえ方をしましょうということは、保健所組合の皆さんは共通で思っていると思いま

す。ただそれ以上、どこまでなのというのは非常に難しいので、定義変更には至っておりま

せん。 

○（本部長（知事）） 

第３波の時に、まん延してきたので、保健所の積極的疫学調査はたぶん意味がないという

ことで１回止めたことがある。そういうメッセージを出す必要は、今回あるのですか。 
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○（阿南医療危機対策統括官） 

意味がないといいますか、切り口に同じことを言っている部分がありますが、切り口を変

える必要があるだろうと思います。やはりこのウイルスが、非常に感染性が高い。そういう

中で、濃厚接触者でこの人は危ないけど、濃厚接触者じゃなければまず大丈夫だよねってい

うためのものです。だけれども、大丈夫ですよねって言ってあげられないということです。

なので、これは皆が等しく自分が感染している可能性があるという中で、対策していく、合

意をしていく、そういった意識づけしか現状ではない。その中で、積極的疫学調査を辞めま

すということとはちょっと意味が違うので、その発出は保健所とも話をして、しておりませ

ん。 

 

○（副本部長（くらし安全防災局長）） 

今、座間市の佐藤市長からお電話が入りましたので、ご発言いただきたいと思います。座

間市の佐藤市長さん、マイクに電話機を近づけますので、その場でご発言ください。 

 

○（佐藤市長（座間市）） 

座間市長の佐藤です。お世話になります。今 CDC の方で問題になっていると思うのです

が、ブレイクスルーの関係です。ワクチン接種を行った方が感染をされ、そして重症化は防

げているとしても、感染が防げない状態があると思います。その状況を県ではどのようにと

らえているのか教えてください。 

 

○（阿南医療危機対策統括官） 

ブレイクスルー感染のご質問いただきました。現在本県でもございます。ワクチン接種２

回接種した方でも感染したということはございます。これはブレイクスルー感染自体は、医

学的には当然想定されることでありまして、ワクチン接種を２回接種終わった方が全員、し

っかりとした免疫が確立されるということではないので、一定程度免疫が十分に確立しない

ということは、もともと想定されます。 

それともう１点、デルタ株の特性ということが言われています。従来株であればあるいは

アルファまでであれば、感染を止められるということがありますが、デルタに関してはワク

チンで作った免疫をどうしてもすり抜けてしまって感染を起こす。これも１つのデルタの厄

介なところでありますが、そういった特性ということは言われています。そういったことを

踏まえまして、本県でも、そういったことの報告で分かるものに関しては、拾い上げをして

います。 

そういったことの具体の例としては、例えば病院で、第４波までは病院のクラスターとい

うのは押さえ込めていたんですけれども、最近、クラスターまでいかないにしても、病院の

職員の方が感染するという事例が散発してございます。当然病院の職員ですのでワクチン接

種が済んでいる。でもこの方々がやはり感染してしまったという事例がある。そういったこ

とは、やはりこのウイルスの特性だということがありますが、これは何を示しているかとい

うと、これはもう医療従事者に限らず、私たちが気をつけなければいけないこと。ＣＤＣも

一時、発出していた内容を大転換しました。マスクを外していいわけではない。つまりＭＡ

ＳＫなどの対処ということは、ワクチン接種が済んだ方に関しても継続する必要があるとい

うことを示しています。私たちはこのワクチン接種を打ったことが、イコール無罪放免とい

いますか、自由な行動をしていいということには決してならない。ワクチンを打っても感染

する方がいらっしゃる。 

ご本人は大丈夫であってももう一つ、データとして出ていますが、無自覚で非常に多量の
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ウイルスを排出する。こういったリスクも実はブレイクスルー感染で指摘されていますの

で、等しく今までと同じように、ワクチン接種した方もしてない方も、ＭＡＳＫ、特にマス

クの装着、これに関しては厳密に継続していただく。ここが重要なメッセージになる内容だ

というふうに考えています。 

 

○（佐藤市長（座間市）） 

ありがとうございます。大変そのあたりが、やはり勘違いをされてしまっている方もいら

っしゃるので、本市としても、ワクチン接種をしたからと言ってその感染防止対策をしなく

ていいということではなく、しっかりと全員で感染対策をしていこうというメッセージを、

これからも発信したいと考えております。ありがとうございます。 

 

○（副本部長（くらし安全防災局長）） 

佐藤市長ありがとうございました。お手元の画像と電話口がずれて大変混乱したと思いま

すが、ありがとうございました。他、ございませんか。 

 

○（本部長（知事）） 

県として、県民へ呼びかけるメッセージは置いておいて、医療提供体制でさらにやること

があるかどうか。相当いろんなことをやってきたと思うのですが、その中で例えば、当初に

作ったような、仮設の病床をさらに作る必要があるのか。それから酸素投与センターという

のも作っておりますけれども、例えば在宅でいらっしゃる方に対して酸素投与ということを

やるっていうことは、ありうる話なのか。それから神奈川モデルの地域療養モデルで、訪問

看護ステーション、それから地元医師会の皆さんにご協力ただいて、医療を目で見るという

形をしていますけれども、例えばもうちょっと踏み込んだ形で、いわゆる往診という形を作

っていくというようなことをするべきなのかどうか、どうでしょうか。 

 

〇（阿南医療危機対策統括官） 

医療の対策というのは特効薬的なこれだけやればというものはない。これは皆さんご理解

いただいていることだと思います。多面的にやれることをたくさんやっていく。そういった

中で、今までの神奈川モデルを構築してきたわけであります。その中で、今ご指摘いただい

たように重要なことは、自宅療養の方が非常に増えてくる。そこに関して、先ほどご紹介さ

せていただきました地域療養モデル。地域医療モデルは県内すべての地域まではまだいって

いないわけで、今、現在拡大が進行形です。ですので、これを急速に極力全エリアに拡げら

れるように、ここのところはまだ開始していない保健所設置市、あるいは、医師会に関して

は、お願いをしていく。そういうことで、面で広げていくというのが大事です。 

それからご指摘いただいた通りでありまして、地域療養をしている方で悪化した場合に、

必ずしも入院できないというケースが今後出てくる可能性がある。ここは想定しておく必要

がありますので、その場合に酸素が必要になる。こういったことで、自宅で酸素が使える、

そのための酸素濃縮器。これを特に地域療養モデルでやっていただいているところは、看護

師さん、あるいはドクターが、管理していますので、そこに関してはお願いをして使ってい

ただく。このことは、この地域療養モデル開始の当初から、計画の中にございましたので、

現在酸素濃縮器の確保を進めてございます。目途が立ちましたので、医師会あるいは訪問看

護ステーションと今週もちょっとそこら辺の全体の形、運営の仕方のすり合わせの時間を取

っています。その中で、双方理解ができた中で、運用の所が固まった中で、近々にスタート

できるようにしていきたいと考えております。病院のところも先ほどご紹介させていただい

たように、ちょっとでも拡大しようと、病院サイドも相当に今検討してくださっています。
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フェーズⅣ以上にですね、病床をなんとか確保して対応しようと自主的に考えていただい

て、今も日々、元々のフェーズⅣの協定以上に拡大できますということで、病床の報告をい

ただいています。こういったことをなお一層続けていく、こういったことで、全体としての

底上げをしていくという、方策を進めているところであります。 

 

○（副本部長（くらし安全防災局長）） 

それでは先へ進めさせていただきたいと存じます。 

 

〇（副本部長（武井副知事）） 

先ほどの話と関連するんのすけれども、今の変異ウイルスが、今までとは別物だというこ

とで、従来株の 1,200 倍という説明もありましたけれども、こうした危険性を県民の方にわ

かりやすく実感を持って、理解していただく事が非常に重要だと思います。例えば今まで

は、感染の急所と言われるような飲食店において、危ないですとか、或いはその場面の切り

替えで、喫煙所に行ったり更衣室に行ったりとか、そこで、ぜひ気をつけてくださいという

ことで、ある程度焦点を絞った形での注意を促していたわけですけれども、これだけ感染力

が強いと、例えば電車に乗っていても感染をする可能性も否定できないと思うんですけれど

も、そういう従来株と比べて、どれだけ感染力が強いのかということを、もう少し具体の実

例を挙げた上で言うとするならば、どういう言い方になるのかご説明をお願いいたします。 

 

○（阿南医療危機対策統括官） 

実例というのはなかなか難しいです。現在、感染経路というものを追いかけて、全国的に

６割ぐらいが追えない、分からない、不明となっています。これが１つのデルタ株の特性な

んだと思います。今まではピンポイントできっとこうだよねって、こういうところが危ない

ねっていうところを我々も分かっていましたので、それを問いかけると当たっていたので、

感染経路が分かった。我々どれなんだろうということが分からない。可能性があるものをい

ろいろ問いかけて、調査をするんですけど、掴めない。そういうことからすると、特にこの

感染のリスクが高いということ以外で、感染している可能性が高いんだろうということにな

ります。問いかけの中で例としてお示しいただいた、満員電車に関して、当然これはエビデ

ンスレベルでは双方ありません。つまり、満員電車に乗ったからそこで感染したというの

は、永遠に分からないことです。どうしても不特定多数の方々が乗っているので、追えない

です。追うことができないので、これは永遠に追求しても分からないブラックボックスの

所。だからこそ、逆に言うと、電車であれば大丈夫というエビデンスもない。ですので、こ

れだけの感染性が高いウイルスだいうことになると、やはりリスクが高いのはしゃべるって

ことです。知り合い同士、電車の中で大声でしゃべる。これは非常にハイリスクです。た

だ、しゃべらなければ大丈夫かというと、先ほどお話したウイルスの排出量の多さからしま

すと、マスクの装着その他、不適切があった場合、十分に感染する可能性がある。これはも

う論理的に考えるしかありませんので、論理的には、そういった場面で感染する可能性は十

分にありうるというふうに考えておく必要がある。そういった意味で、今日のお話の中で、

出さしていただいた言葉は、特に人ごみを避けましょう。人込みは怖いところなんだ。やは

り多くの人たちがいると怖いところだと、基本的な概念として頭に入れていただく。そうい

ったことが、具体の場面場面の行動の時に、活きてくるのではないかというふうに思ってお

ります。 

 

〇（副本部長（武井副知事）） 

よくわかりました。ありがとうございます。 
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〇（副本部長（くらし安全防災局長）） 

はい、よろしいでしょうか。それでは先へ進めさせていただきます。資料としては、阿南

先生の 39ページの次にファイルが続けてあるかと思います。会議では、別のホチキス止めに

なっておりますが、緊急事態宣言の発出にかかる県の対応についてということで、この資料

は７月 30日に、本県に８月２日から緊急事態宣言が適用される、その中で、県の対応を本部

会議で決定したものでございますが、それでも感染激増が止まらないというところで、この

間、新たに取り組んだところ、それを赤字で記載をさせていただきました。 

表紙にありますとおり、宣言後の感染激増を踏まえた対応強化ということであります。１

ページは飛ばさせていただいて、２ページでありますけれども、ここは全体的にシートを１

枚挿入をさせていただきました。これまでの議論がありましたとおり、人流の増加に感染力

が非常に強いデルタ株が拍車をかけている状況である。緊急事態宣言後も 2,000 人前後の新

規感染者が発生している。いわゆる医療崩壊が始まりつつあるという現状から、資料四角枠

内のようなことを、対応していきたいと考えています。これを個別に落としているものが３

ページ以降であります。 

３ページ、県民の皆様への要請ですが、本日の議論の中で、阿南先生からもさんざんキー

ワードがありました。「人ごみは危険である。」、少し過激な言葉かもしれませんが、県民

の皆様にデルタ株の危機感というのを共有いただいて、リスクある行動を回避していただく

ために、人込みは危険であるということを、呼びかけていきたいと思いますし、本日できれ

ば本部長から、これをキーワードにメッセージをいただきたいと存じます。 

また事業者への要請が４ページ以降に書いてございますが、黒字のところは前回本部会議

と変わっておりませんが、９ページでございます。９ページのところでございますが、医療

提供体制の充実・強化。これは厳しい医療現場の中でも、医療提供体制を守っていくという

ことで、前回本部会議以降、さらに取り組みを進めたものが丸新とあります。重症病床をフ

ェーズⅢからⅣへ引き上げました。中等症軽症を前回の本部会議でⅣに引き上げたわけです

が、その後、重症病床についても引き上げてございます。８月４日でございました。また、

医療機関に対して、不急な手術と医師の判断がある場合については、延期をして欲しいとい

う要請を８月６日、これも先ほどお話が出ているところであります。また、県の臨時医療施

設、これをフルプオープンする予定でございます。宿泊療養施設についても、前回本部会議

では 900 室以上の確保に向けて８月中に調整するということを掲げましたが、赤字のところ

で、新たな宿泊療養施設 288 室の受け入れを８月 10 日から開始する予定であります。また先

ほど本部長からお話がありましたが、神奈川緊急酸素投与センター、ホットセンター、そこ

での患者の受け入れを８月７日から開始をしたところであります。 

11 ページまで飛ばさせていただきますが、まず１つは、国からも要請をいただいておりま

す。路上飲みに対して、何か防止対策をして欲しいということがございますので、委託事業

を活用させていただき、路上飲みに対する注意喚起、声掛け、要は路上飲みをやめてくださ

いねという働きかけをする委託事業者を、明日から増強して、主要ターミナル駅で注意喚起

等を行って参ります。また、人流を抑えるという意味では、テレワークを徹底することによ

って、先ほども満員電車の話がありましたが、従業員の皆様が混雑した状況の中で電車に乗

って来るということを避けるために、先週末に、約２百の業界団体に対して改めてテレワー

クの徹底をお願いする通知を差し上げたところであります。 

次に海水浴場の閉鎖の働きかけでございます。本県海水浴場に多くの人がいる。まさに人

流が発生しております。これに関して、関係市町と連携をして、速やかな閉鎖に向けた調整

を現在進めているところであります。 

また、国への働きかけということで、本日の本部会議の前に、知事と西村大臣との意見交
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換がございました。その中で、記者が入っている場面では、知事から人流の抑制というのを

強化しなければいけない。ついては、基本的対処方針を場合によっては変えていただいて、

去年の春のようなイメージというものを作り上げていかなきゃいけないのではないか、とい

うような発言がございました。また、国の方から抗原検査キットの活用というお話がありま

す。なので、本県では、LINE パーソナルサポートで、すでにアンケートを取った方に対し

て、抗原検査キットを先駆けてご家庭にお配りをして、実際にそれを活用して、陽性が出た

という事例も紹介いただきながら、国もそういう事業を展開するのであれば、家庭に配ると

か、或いは県を通じて、そういった柔軟化或いは財政支援の強化をして欲しいというような

形で意見を述べていただきました。このような形で、阿南統括官から人込みは怖いと思って

ください、今までのウイルスとは違うんだと、前段の総括の言葉がありましたので、人混み

は危険であるということと、人込みをできるだけ避けるような対策をしましたが、それが現

在、国が基本的対処方針で示している、その範疇の中で、本県としてできる精一杯のことで

ございます。これ以上は、法定受託事務であるこの新型コロナウイルス対策について、国が

基本的対処方針を変えていただかない限り、なかなかそれ以上の対策は県独自では難しいと

いう状況でございますので、阿南統括官の危機感を、現在県の方で何らかの社会情勢で解決

するという手段がなかなか現状では見いだせないという、そういう難しさがございます。以

上説明をさせていただきました。これらにつきまして、また先ほどの阿南統括官のご説明に

つきましても、改めてご意見がありましたら、市町村長の皆様からも、ご意見をいただけれ

ばと存じます。今、こちらの実時間、5時 36 分でございます。また配信が皆様には遅れます

ので、お電話をいただければ、先ほどの座間市長のように電話で直接、会場でやりとりをさ

せていただきたいと存じます。よろしくお願いをいたします。それでは本部会議の構成員の

皆様から何かご意見等ありましたらよろしくお願いします。 

 

〇 （副本部長（武井副知事）） 

県としては、今やるべきことはやっているわけですが、今日、阿南統括官から説明のあっ

た、変異ウイルスの感染力の高さ、或いは病床のひっ迫状況、救急搬送がいかにひっ迫して

いるかというところを、県民の皆様にも理解いただく必要がありますので、そこの広報周知

を、さらに力を入れていく必要がございます。本県の場合には、県立高校を抱えていますの

で、特に若い世代である学生、生徒の皆さんも変異ウイルスがこれだけ感染力が高いこと、

或いは自分が部活でけがをしても、もしかすると緊急搬送できないかもしれないという厳し

い状況にあるのだということをしっかり、学生一人一人が認識をして、それを行動変容につ

なげてもらうということも重要だと思います。このあたり、教育局長も参加されていると思

うのですが、教育委員会として、どういう対応を取っていこうとするのか、確認したいで

す。 

 

〇（教育局長） 

教育局長でございます。今日の厳しい、阿南統括官の話も踏まえまして、県立学校にしっ

かりと周知をいたしまして、生徒一人一人に、「このデルタ株は本当に怖いんだ」というこ

とを伝わるように指導していきたいと考えております。以上でございます。 

 

〇（副本部長（武井副知事）） 

   よろしくお願いいたします。 

 

〇（副本部長（くらし安全防災局長）） 

それではここでですね、小田原市の守屋市長からお電話が入っておりますので、守谷市長



 

21

よろしければそのままお話いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

〇（守屋市長（小田原市）） 

小田原市の守屋でございます。今日はどうもありがとうございます。先ほどの医療提供体

制の充実・強化というスライドの９ページの中で、複数ホテルで 900 室以上の確保というこ

とで、その具体例としまして、東横イン新横浜駅前で 288 室とあります。県はどうしても東

部に感染者が多いということで、新横浜での設置ということなのかと思うのですが、それぞ

れの地域で、家庭内感染が増えているという状況を踏まえて、例えば、宿泊療養施設の場所

の考え方も県として何かあれば、ご説明していただきたい。例えば、湘南エリアですとか神

奈川県の西部エリアにもこういうものを考えているのか、それとも集中して管理したほうが

いいので、拠点を作っていくとか、そこら辺の考え方を教えていただきたいと思います。 

 

〇（健康医療局長） 

健康医療局長でございます。県としては今、ホテルの中で当たれるところをあたるという

形で、確保できるところを確保していこうとしています。確かに、市長のおっしゃる通り、

今感染が東部に偏っているということもあって、東部の方で確保している方が、搬送等々は

しやすいという事情がございます。ただ、東部のみに限ってホテルを探すとか、そういう考

え方で探しているわけではないです。なるべくバランス等も考えて、今後増やしていくので

あれば、またいろんなホテルにあたっていきたいというふうに考えております。 

 

〇（守屋市長（小田原市）） 

ありがとうございました。これからどういった展開になっていくのか、それぞれの地域に

おいて自宅療養者が増えているということは、共通の危機感かと思いますので、様々な形で

ご協議いただければと思います。ありがとうございました。 

 

〇（副本部長（くらし安全防災局長）） 

それでは続いて厚木市の小林市長さんからもお電話いただいております。 

 

〇（小林市長（厚木市）） 

厚木市の小林です。ずっと阿南統括官のお話を聞かしていただいて、今置かれている医療

を中心とした環境がいかに厳しいかという、お気持ち、メッセージは受け止めさせていただ

きました。もうすぐにでもやらなければいけないという話であると思いますが、先ほど話が

出ました酸素投与センターが、横浜のワシントンホテルにできるということですが、こうい

うふうな場所を他の地区でも必要ではないのかと思います。併せまして、神奈川県として大

規模な宿泊施設等の医療用施設の設置という話が、知事からも出ていましたが、今後はその

ようなことも考えていかないといけないのではないかと思います。何故かと申しますと、今

まで話を聞かせていただいて、特に感染者への対応の需要と供給のバランス。もう供給が足

りなく極限に来ているわけですから、それに対処する明確な対応策を出していただく。これ

が一番大事なことだということをお伝えいたします。 

政策として、人込みは感染リスクが高まり怖いので人流は減らしましょうと、その通りだ

と思います。だとしたらそのために何をやるのかということです。具体的に、今、イベント

を収容率 50%以内、人数上限 5,000 人の制限をかけていますが、それ以外にも、中学高校を含

めたいろんな部活動への対応など、人流を避けると言いながらも、まだ十分ではない部分も

あるわけです。したがって、こういうところを具体的に詰めていって、この時期ですので、

これはダメですと明確なメッセージを出していただいて、デルタ株の厳しさを伝えることが
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大事です。併せて今は厳しいけど我慢をしてくれと、しっかりと発信をしていかないと、今

の危機を止めることはできないと思います。不自由は承知の上でかからないと、対応は後手

に回ると、もう後手に来ているのだというふうに思いますので、そういう気持ちでやってい

くことが大事なのかと思います。以上、お願いしたいと思います。 

 

〇（副本部長（くらし安全防災局長）） 

くらし安全防災局長からご回答させていただきます。今の厚木市長さんのご指摘のとおり

でございます。人流抑制する、抑制する危険だと言うだけではなくて、人流を抑制させるた

めにはどういうことをしなければいけないのか。例えば、混雑した買い物、レジャーには行

かないでくれ。極端に言えば通勤もしないでくれ、テレワークしてくれというぐらいのメッ

セージにこれまでもなっておりました。先ほど私から紹介させていただきましたが、本県、

黒岩知事も、それを国が明確に今の状態で飲食店だけに規制をしている。それでは人流は収

まらない、感染爆発は収まらないから去年の春先のようなことも考えなければいけないので

はないか。そのためには、都道府県知事の判断でやるよりも、国が思い切って対処方針を変

えて、こういうことをやめるように要請する。そういう全国的に対応できるようにして欲し

いというような意見を述べさせていただきました。なかなか県で、こういうことはやめてく

れっていう例示を出すのは非常に難しい。なかなか現実、社会生活を抑制することになりま

すので、大変難しいことがございます。人流や混雑するところ、人ごみは危ないんだよ。そ

のメッセージで具体的にじゃあどういうことをしようっていうことをこと細かくするという

のは、なかなか今の制度の中では難しいかなと思っております。 

ただメッセージとして本部長から、「人ごみは危険」なんだということは、繰り返し強調

していきたいと思います。現状これが精一杯かと思います。何か他の皆様から補足があれ

ば、市長さんによろしいでしょうか。 

 

〇（小林市長（厚木市）） 

付け加えておきますが、本部長からお話がありましたけれども、国との交渉の中で基本的

対処方針の変更を要望したいとご意見があるのだとすれば、これは今日の本部会議の 1 つの

まとめとして、国に何と何をすべきかと明確に要求したらどうですか。そういう危機意識を

持って対応することが大事だと思います。私の気持ちとしましては、基本的対処方針を変え

ない限り、今以上の対策ができないのだという、ある意味そういうふうにもとれますので、

それを打破するための具体的な行動をとることによって、今回の感染に備えていく。しっか

りと国との交渉をするということ以外ないと思います。以上です。 

 

〇（副本部長（武井副知事）） 

副知事の武井でございます。今のくらし安全防災局長の説明を若干補足させていただきま

す。知事が、国に対して基本的対処方針の見直しを求めたことは、今の対処方針の中では限

界があるということが１つです。もう１つは県独自でやるということよりも、例えば１都３

県、首都圏全体で、或いはそのもう少し範囲を広げて、今、緊急事態宣言が出ている都府県

全体で、面的な広がりがある中で、今の人流を抑え込まないと、県単独でやっても効果がな

いじゃないかという認識のもとで、面的な広がりを持って、国の大きなその方針のもとでや

っていくべきだという趣旨でお願いを申し上げたわけです。 

一方でやっぱり県としても、今の中で本当にできることが全くないのかということについ

て言えば、厚木市長のご指摘通り、もしあるとすれば、もう少し深掘りをして、我々として

も、しっかり検討して対応していきたいというふうに考えてございます。ありがとうござい

ました。 
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〇（副本部長（くらし安全防災局長）） 

あとお二人の市長さんからお電話をいただいております。座間市の佐藤市長さん２回目と

いうことで、ご発言いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

〇（佐藤市長（座間市）） 

座間市の佐藤弥斗です。よろしくお願いいたします。今後の対応の所で海水浴場の閉鎖の

働きかけということがございますが、河川に関してはなにか考えがございましょうか。その

あたりについてお聞かせください。  

 

〇（副本部長（くらし安全防災局長）） 

河川についての質問ありましたが、スカイプ参加の県土整備局長ご回答いただけますか。 

 

〇（県土整備局長） 

県土整備局大島です。河川につきましては、すでにバーベキュー利用等が多いところがご

ざいまして、愛川町さん、それから厚木市辺りで閉鎖をしております。基本的に市町さんの

意向を聞いて、利用が多いところは止めてくださいというお考えがあるところについては、

現状止めておりまして、さらにお伺いして、河川利用が多いのでこういった状況を踏まえ

て、人流を止めるために閉鎖したいというご意向があれば、そこはしっかり承って、今後閉

鎖していきたいと思っております。以上です。 

 

〇（佐藤市長（座間市）） 

分かりました。どうもありがとうございます。  

 

〇（副本部長（くらし安全防災局長）） 

ありがとうございました。続いてですね、藤沢市の鈴木市長さんからもお電話いただいて

おりますので、鈴木市長さん、よろしくお願いします。 

 

〇（鈴木市長（藤沢市）） 

藤沢市の鈴木でございます。私の方から今日の本部会議を賛同させていただいて、いいこ

とだと思っております。こういう時期に県と市町村との意思疎通がなによりも大事じゃない

かなと思っております。そういった意味で２点あるのですけども、１つ目は海の家です。私

どもの市３組合ございまして、長期の休業を県とともに要請をしているところでございま

す。海岸の許認可権者が県で、開設者が海水浴場組合ということで、市がトップダウンで閉

鎖をしてしまうということができません。それぞれの海水浴場組合に検討していただいて、

即座に閉業してもらうということで要請しているんですけど、それぞれが自治会を今日明日

で開くとのことなので、その結果を待っているところですけれども、いずれにしても組合の

方もある程度理解していただいているんですけれども、休業する期日は若干のずれはあるの

かと懸念はしているんですけれども、いずれにしても人流抑制をするために、休業するとい

うことなので、人流抑制については明日からでも我々は県と一緒に取り組んでいきたいと思

っておりますので、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

もう１点は先ほどありました緊急酸素投与センターの件なのですが、作るときに県立スポ

ーツセンターに開設いたしました。近隣住民の同意をもらってきたんですけれども、その

後、そこを閉鎖してしまい、横浜の方に行ってしまったというのを新聞記事で見まして、

我々それを知らなかったわけで、近隣住民に間違ったメッセージを発してしまった所があっ
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たので、こういうところが情報共有なされていない部分があったので、こういう機会とか情

報交換する中で、なるべく無くしていくことが大事ではないかと思っております。私からは

以上でございますけど、緊急酸素投与センターの方は県立スポーツセンターに戻ってくると

いうことでよろしいのか、その部分の確認はさせていただければと思います。 

 

〇（本部長（知事）） 

今朝からずっと組合との交渉ご苦労様でありました。ありがとうございました。この場の

危機感ということを先方にも共有していただいて、なるべく早く休業していただけるように

ぜひご尽力お願いしたいと思います。 

それと、酸素投与センターの件については、情報がしっかりと行きわたってなかったとい

うことで、大変反省しておりまして、今後こういうことが無いよう気をつけたいと思いま

す。またこのオリンピック・パラリンピックが終わったら、藤沢の方に戻させていただきた

いと考えております。ぜひ、またその折には、よろしくお願いしたいと思います。ありがと

うございました。 

 

〇（副本部長（くらし安全防災局長）） 

その他にいかがでしょうか。まだ市町村長さんからいくつか電話が入っておりますので、

少々お待ちください。藤沢市長からもう一回発言がありますので、お待ちください。  

三浦市の吉田市長さんから電話がありまして、特に発言ということではないけれども、三

浦市はもう海水浴場を止めているということをお伝えくださいとの伝言でしたので、よろし

くお願いいたします。 

 

〇（副本部長（小板橋副知事）） 

海の家の海水浴場の話が出ていますが、山田局長から今、全体の海水浴場がどんな形にな

っているかご報告いただけますでしょうか。 

 

〇（健康医療局長） 

3 連休前に海水浴場がまだ開いていた、市町としましては５市町ございました。このうち、

まず横浜市さんについては、３連休入ってすぐ、８月７日土曜日 13 時に閉鎖をしていただき

ました。それから、横須賀市さんについても、正式なプレス発表は、昨日８月８日発表で、

今日８月９日から閉鎖ということでしたが、実質上も同様のあたりから休場していたという

ふうにお願いをしております。それから今吉田市長からご報告いただいたように、三浦市さ

んについても迅速に、昨日 8 月 8日すでに閉鎖休場していただいているというふうに伺って

おります。一方で今精力的に、休場に向けて民間の事業者様と交渉を連日続けていただいて

るのが先ほど、鈴木市長からお話があった藤沢市さん、湯河原町さんとこの２市町が休場に

向けて調整中という状況です。  

 

〇（副本部長（くらし安全防災局長）） 

ありがとうございました。各市町の皆様におかれてはですね、１分遅れぐらいで来る映像

と、直接こちらとの電話で大変申し訳ありません。混乱を招いてしまいましたが、何とか意

見交換もうまくさせていただきました。様々なご意見をいただく中で、本県、県の対策本部

と市町村長の皆さんとで、阿南統括官のお話を契機に、このデルタ株の怖さ、それから人流

を抑制することの重要性について共有させていただいたと存じます。市町村長からの意見に

つきまして、ありがとうございました。この辺でまとめさせていただきたいと存じます。本

日の会議を踏まえまして、本部長であります知事から、メッセージを県民の皆様にお届けい
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ただきたいと思います。 

 

〇（本部長（知事）） 

はい。それでは、知事メッセージを発出させていただきます。 

本県に緊急事態宣言が発出されて１週間が経過しましたが、新規感染者が 2,000 人を超え

るなど、これまで経験したことのない、まさに感染爆発の状況が続いています。 

コロナ患者を受け入れる病床は急速にひっ迫し、入院や搬送の調整が極めて難しくなって

います。搬送先の決まらない救急車が、何時間も待機する状況がすでに始まっています。 

県は、医療機関に対して、コロナ患者の受け入れ病床を最大に引き上げるとともに、医師

が急を要さないと判断した場合には、入院や手術を先延ばしして、コロナ患者への対応を強

化するよう要請しました。 

県は、このように医療体制を守るため、これまで最大限の対策を講じてきましたが、それ

でもあまりにも感染者の増加が激しいため、必要な医療が提供できない、救えるはずの命が

救えない、いわゆる「医療崩壊」が始まりつつあります。 

現在の感染爆発は、人流の増加に、感染力が非常に強いデルタ株が拍車をかけていること

が原因とされています。 

デルタ株は、これまでの新型コロナウイルスとは全く違います。ウイルスの排出量は、従

来株の 1,200 倍です。その感染力は従来株の２倍、インフルエンザの３倍と言われていま

す。人が接すれば、いつでもどこでも感染する可能性があります。 

要するに「人混みは危険」です。「人混みは危険」です。 

県民の皆さん、今は、混雑するレジャーや買物などは、控えてください。県では、地元市

町や関係団体のご理解を得て、県内のすべての海水場の閉鎖を依頼し、海への大きな人出を

減らしていきます。 

事業者の皆さん、今こそテレワークを徹底し、混雑の中で通勤する従業員を減らしてくだ

さい。 

医療崩壊を防ぎ、緊急事態宣言をできるだけ早く終えるためには、新規感染者を今より減

らしていくことしかありません。 

そのためには、一人ひとりが、人との接触機会を徹底的に減らし、感染防止対策を継続す

ることが必要です。 

災害ともいうべき、現在の感染爆発を抑えるために、ぜひ皆さんのご理解とご協力をよろ

しくお願いいたします。私からは以上です。 

 

〇（副本部長（くらし安全防災局長）） 

ありがとうございました。ただいま本部長であります黒岩知事からメッセージをいただき

ました。 

なお、湯河原町の冨田町長さんからも、この間お電話をいただきまして、湯河原町として

も、本日夕方から海水浴場の閉鎖に向けて関係者と打合せを持っているとお伝えくださいと

のことでした。 

本日の会議以上でございます。これをもちまして、第 40 回の本部会議終了させていただき

ます。ありがとうございました。各市町村の皆様ありがとうございました。 


